
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

  

こちらの手引きをよく読んでから、申込書類を提出してください。 

また、入所後のことについても記載してありますので、入所後も必ず保管してください。 

2保育所等とは 

3申込書類の受付 4保育料等 

5入所してからのこと 

1用語の説明 

6町内施設紹介 



 
 

 

◆保育標準時間  
保護者のいずれもが２ページの「保育必要量」の保育標準時間に該当する事由により保育を必

要とする場合。施設ごとに設定している１日 11 時間までの利用に対応する。 
 

◆保育短時間 
保護者のいずれかが２ページの「保育必要量」の保育短時間に該当する事由により保育を必要

とする場合。施設ごとに設定している１日８時間までの利用に対応する。 

 

◆保育所 
就学前児童が対象。就労などのため、家庭で保育できない保護者に代わり保育をする。 
 

◆幼稚園 
満３歳˗就学前児童が対象。小学校以降の教育の基礎をつくるための幼児期の教育を行う。 
 

◆認定こども園 
就学前児童が対象。幼稚園と保育所の両方の機能を持つ施設で、教育、保育及び保護者に対す

る子育て支援を総合的に行う。 
 

◆地域型保育施設 
満３歳未満が対象。少人数の単位で子どもを預かる。 
家庭的保育室、事業所内保育所等。 

 
◆支給認定区分 

 教育・保育の希望及び児童の年齢により、以下の 
３つに区分される。 

認定区分 対象者 主な利用先 

教育標準時間認定（１号認定） 
満３歳以上の子どもの教育を希望する 

※「保育を必要とする事由」は不要 

・新制度へ移行した幼稚園 

・認定こども園(教育部分） 

満３歳以上・保育認定（2号認定） 
「保育を必要とする事由」に該当し、 

満３歳以上の子どもの保育を希望する 

・保育所 

・認定こども園（保育部分） 

満３歳未満・保育認定（３号認定） 
「保育を必要とする事由」に該当し、 

満３歳未満の子どもの保育を希望する 

・保育所 

・認定こども園（保育部分） 

・地域型保育施設 

 ※入所期間は、小学校就学前までの入所を必要とする期間となります。 
  

  

1用語の説明 



 
 

 

保護者のいずれもが「保育を必要とする事由」に該当し、家庭で保育が出来ないと認められる
場合、保護者に代わって保育する施設です。主に保育所や認定こども園の保育所部分がこれに該
当します。従って「小学校就学前の幼児教育のため」「集団生活に慣れさせるため」といった理由
では利用できません（その場合は教育認定として幼稚園等が利用できます）。 

保育を必要とする事由 保育必要量 認定期間 
（更新含む） 保育の必要性を証明する書類 

(I)IIVI1か月あたりの就労時間が 
.IIIVII48時間以上120時間未満 保育短時間 

最⾧3年間 

就労証明書（以下の方は下記書類も必要） 
・自営業→確定申告の写し等、営業している 
ことがわかるもの 

・農業→青色申告のコピー等、農業を営んで 
いることがわかるもの 

(II)IVI1か月あたりの就労時間が 
.IIIVII120時間以上 保育標準時間 

(III)VI妊娠または出産 保育標準時間 出産予定月の 
前後2か月ずつ 

母子手帳のコピー 
（出産予定日と保護者名がわかるページ） 

(IV)III保護者の疾病、障害、介護 状況による 最⾧3年間 
・診断書又は障害手帳のコピー 
（診断書の場合は児童を保育できない旨の記載が必要） 
・申立書 

(V)IIII災害復旧 保育標準時間 最⾧3年間 災害復旧に従事している証明 

(VI)III求職活動 保育短時間 3か月 求職活動の内容がわかるもの 

(VII)I就学 状況による 在学期間内 ・学生証又は在学証明書 
・１日の就学時間がわかる書類のコピー 

(VIII)I育児休業取得中に兄姉の 
.IIIIIV継続利用が必要な場合 保育短時間 育児休業期間内 

就労証明書 
(IX)III育児休業の終了に伴い 
.IIIIIII職場復帰する場合 (I)(II)の通り 

※新制度に移行していない幼稚園（上里幼稚園・神保原幼稚園等）を利用する場合は、各施設に
直接お申し込みください。 

 
●認定された短時間又は標準時間の「保育必要量」での利用となり、別紙「保育所等一覧表」のと
おり、施設ごとに時間が異なります。ただし、通勤の都合等で早朝や夕方の保育を希望する場合
には、保育が可能かどうか、必ず各施設に確認をしてから申し込みをしてください。 

また、「保育を必要とする事由」によって認定期間が異なりますので、予めご了承ください。 
 

◆利用調整について 
上里町施設入所調整指数に基づき、保育の必要性の高い世帯（児童）から希望する施設への利

用を決定し、認定結果とあわせて下記の時期に通知します。 
・４月入所…２月下旬 
・５˗３月入所…入所希望月の前月下旬 

町外の施設を希望する場合は、当該市区町村との協議日程により、通知が遅くなることがあり
ます。また、保育の必要性の高い世帯であっても、定員以上の申請があった場合や、希望する施
設・クラスに空きが無い場合などは、入所できないこともありますので、予めご了承ください。 

 

2保育所等とは 



 
 

 

◆入所申込み期間 
入所日 申込期間 入所日 申込期間 

令和6年4月1日 
町内：令和5年10月2日 1̠0月31日 

町外：同上 
令和6年10月1日 

町内：令和6年9月2日 9̠月13日 

町外：令和6年9月2日 9̠月10日 

令和6年5月1日 
町内：令和6年4月1日 4̠月15日 

町外：令和6年4月1日 4̠月10日 
令和6年11月1日 

町内：令和6年10月1日 1̠0月15日 

町外：令和6年10月1日 1̠0月10日 

令和6年6月1日 
町内：令和6年5月1日 5̠月15日 

町外：令和6年5月1日 5̠月10日 
令和6年12月1日 

町内：令和6年11月1日 1̠1月15日 

町外：令和6年11月1日 1̠1月8日 

令和6年7月1日 
町内：令和6年6月3日 6̠月14日 

町外：令和6年6月3日 6̠月10日 
令和7年1月1日 

町内：令和6年12月2日 1̠2月13日 

町外：令和6年12月2日 1̠2月10日 

令和6年8月1日 
町内：令和6年7月1日 7̠月12日 

町外：令和6年7月1日 7̠月10日 
令和7年2月1日 

町内：令和7年1月6日 1̠月15日 

町外：令和7年1月6日 1̠月10日 

令和6年9月1日 
町内：令和6年8月1日 8̠月15日 

町外：令和6年8月1日 8̠月9日 
令和7年3月1日 

町内：令和7年2月3日 2̠月14日 

町外：令和7年2月3日 2̠月10日 

●申請書類に不備があると受付できません。揃った時点で早めに申請してください。 
※他の市区町村の施設を希望する場合、受付期間が上里町と異なることがありますので、ご自身
で必ず確認のうえ、期間に間に合うよう早めに提出してください。 
 
◆新規申請必要書類一覧 
 提出する書類 必要部数 対象となる事由 

１ 支給認定申請書兼保育所等入所申請書 
新たに認定及び入所の申請をする
児童１名につき１部 

全ての申請 

２ 
保育の必要性を証明する書類 
（２ページ参照） 

入所月１日時点における同居する
保護者1名につき１部 

全ての申請 

３ 管外保育施設希望理由書 申込書１部につき１部 町外の施設を希望する場合 

４ 
兄弟姉妹が幼稚園等に入園している 
ことがわかる書類の写し 

児童の兄弟姉妹１名につき１部 
入所時点で兄弟姉妹が就学前児
童であり、保育所等以外の施設
に通っている場合 

５ 
児童本人や同居世帯の人の障害者手帳
のコピー 

該当者各1部 該当者がいる場合のみ 

※これらの他にも、内容等により追加の書類が必要となる場合があります。 
 

◆入所できなかった場合 

希望月に入所できず、引き続き入所を希望する方は、家庭状況等に変更がない 
限り、提出されている申込書で引き続き選考します（希望する施設 
の変更や申請の取下げは再度手続きが必要です）。ただし、 
次年度４月の入所については新たに申請が必要となります。 
 

3申込書類の受付 



 
 

◆申請についての留意事項 

●入所は原則毎月１日付けとし、認定期間は小学校就学前までの保育を必要とする期間です。 
 
●施設の受入年齢は、その年度の４月１日現在における満年齢です。０歳児の受入月齢は、その

月の１日現在における満月齢になります。 
 
●上里町在住で、里帰り出産や勤務地の都合等により、町外の保育施設を希望される方は、上里

町に申請してください。申請締切は施設の所在する市区町村により異なりますので、ご自身で
確認のうえ余裕をもって申請してください。なお、町外の施設を申請する際には、勤務先や父
母の実家等の要件が必要になります。詳細は該当の市区町村にご確認ください。 

 
●町外在住で上里町の保育施設を希望される方は、お住まいの市区町村へ申請してください。 
 
●申請前に入園を希望する施設にご自身で連絡をとっていただき、必ず見学してください。その

際、心身等に障害のある児童や、発育・発達の状況、アレルギー等で気になることがある児童
については、対応が可能かどうか必ずご確認のうえ、「支給認定申請書兼施設入所申込書（継
続確認書）」の「児童の健康状態」欄に記入してください。申し出がなく、入所後に施設での
対応が困難と判断される場合には、退所していただくこともあります。 

 
●求職活動の内容がわかる書類とは、ハローワークの求人票や登録証、採用に係る事業所の通知

や電子メールの写し等です。 
 
●求職活動により４月入所を申請される場合は、3 月 19 日(火)までに 
保育の必要性を証明する書類を再度提出してください。 

 
 

●職場（育休）復帰又は新たに就労する日が 1 日˗14 日の方は、 
その日の属する月の前月の入所申請が可能です。 
職場（育休）復帰又は新たに就労する日が 15 日˗31 日の方は、 
その日の属する月の入所申請が可能です。 

 
●申請を取下げる場合は手続きが必要です。速やかにご来庁ください。 
 
●教育認定により幼稚園や認定こども園の幼稚園部分を利用する場合も、上里町に申請する必要

があります。その場合は、まず施設にご連絡いただき、契約又は内定のうえ、下記の書類によ
り申請してください。なお、保育の必要性を証明する必要はありません。 

 
提出書類 
・支給認定申請書兼保育所等入所申込書 
・契約（内定）証明書等（上記申込書の裏面に施設が記入することで省略可） 
 
 
 



 
 

  
◆保育料について 

８月分までの保育料は前年度の住民税を、９月分以降の保育料は当年度の住民税をもとに算定
し、国が定める水準を上限に町が決定しています。 

なお、保育料が決定し次第、下記の時期に通知します。 
・４月入所…４月初旬 

  ・５˗３月入所…入所月の前月下旬 
 
◆利用者負担額表 

定  義 
階層区分 利用者負担額（月額） 

  標準時間 短時間 
生活保護世帯 1(A) 0 0 

市町村民税非課税世帯 2(B) 0 0 
均等割のみ課税世帯 3(C) 8,600 8,400 

市
町
村
民
税
所
得
割
の
額
の
区
分
が
次
の
区
分
に
該
当
す
る
世
帯 

15,000円未満の世帯 4(D1) 10,000 9,800 
15,000円 以上 32,000円未満の世帯 5(D2) 13,500 13,200 
32,000円 以上 48,600円未満の世帯 6(D3) 16,000 15,700 
48,600円 以上 60,000円未満の世帯 7(D4) 17,900 17,500 
60,000円 以上 72,000円未満の世帯 8(D5) 20,700 20,300 
72,000円 以上 84,000円未満の世帯 9(D6) 23,200 22,800 
84,000円 以上 97,000円未満の世帯 10(D7) 25,200 24,700 
97,000円 以上 115,000円未満の世帯 11(D8) 28,700 28,200 
115,000円 以上 133,000円未満の世帯 12(D9) 31,200 30,600 
133,000円 以上 151,000円未満の世帯 13(D10) 34,200 33,600 
151,000円 以上 169,000円未満の世帯 14(D11) 36,200 35,500 
169,000円 以上 213,000円未満の世帯 15(D12) 39,200 38,500 
213,000円 以上 257,000円未満の世帯 16(D13) 42,200 41,400 
257,000円 以上 301,000円未満の世帯 17(D14) 46,600 45,800 
301,000円 以上 333,000円未満の世帯 18(D15) 48,000 47,100 
333,000円 以上 365,000円未満の世帯 19(D16) 49,400 48,500 
365,000円 以上 397,000円未満の世帯 20(D17) 51,800 50,900 
397,000円以上の世帯 21(D18) 54,200 53,200 

◆４月˗８月分の利用者負担額は前年度の市町村民税によって、９月˗３月分の利用者負担額は当年度
の市町村民税によって算定されます。  

◆児童と生計を一にしている父母の収入金額の合計額が 103 万円に満たず、同居する扶養義務者
が家計の主宰者と判断される場合は、その方の住民税の額も含めて算定を行います 

 

4保育料等 



 
 

◆利用者負担額の各軽減策等について 
 
Ⅰ．第１子の場合 
○一般世帯 …左記の利用者負担額となります。 
○ひとり親世帯、在宅障害者のいる世帯などの要保護世帯（生活保護世帯を除く。）等で、 

  ・C階層からD3階層の場合…左記の利用者負担額から1,000円を控除した額の半額 
  ・D４階層からD6階層で算定対象者の市町村民税所得割額の合算が77,101円未満の場合 
   …利用者負担額の半額または9,000円（短時間の場合は8,800円）のいずれか低い額 
 
Ⅱ．第２子の場合 
○一般世帯でC階層からD4階層（算定対象者の市町村民税所得割額の合算が57,000円未満）の場合 

   …兄姉の年齢に関わらず左記の利用者負担額の半額 
 ○一般世帯で兄姉が幼稚園、認定こども園、保育所等を同時利用している場合  

…左記の利用者負担額の半額 
 ○ひとり親世帯、在宅障害者のいる世帯などの要保護世帯（生活保護世帯を除く。）等で 

C階層からD6階層（算定対象者の市町村民税所得割額の合算が77,101円未満）の場合 
   …無料 
 
Ⅲ．第３子以降の場合 
○兄姉が幼稚園、認定こども園、保育所等を３人以上同時利用している場合 …無料 
○兄姉が幼稚園、認定こども園、保育所等を３人以上同時利用していない場合  

   …兄姉の年齢に関わらず無料となりますが、別途申請が必要 
 
Ⅳ．多子計算のカウント方法について 
○一般世帯でD4階層以下（算定対象者の市町村民税所得割額の合算が57,700円未満）の場合又は 
ひとり親世帯、在宅障害者のいる世帯などの要保護世帯（生活保護世帯を除く。）等でD6階層 

（算定対象者の市町村民税所得割額の合算が77,101円未満）の場合 
   …第１子の年齢に関係なくカウント 

◆副食費について 

上記の無償化に伴い、３歳以上児は副食費が実費徴収となります（世帯の所得状況により免除
となる場合もあります）。金額は施設ごとに異なりますので、各施設にご確認ください。 

 

◆第３子以降の保育料・副食費無償化について 

上里町では、世帯の第３子以降の児童について、保育料及び副食費を無償化 

しています。なお、適用には申請が必要ですので、詳細は子育て共生課に 
お問い合わせください。 

 

 



 
 

 
 

◆慣らし保育 
新たに入所した児童は、入所当初、児童が施設生活にスムーズに慣れるよう、徐々に保育時間

を延ばしていく「慣らし保育」が実施されます。詳細は、各施設にご確認ください。 

◆認定内容に変更があった場合の届出 
生活・就労状況等の変化に伴って、認定期間や保育必要量を変更する場合や、修正申告で市区

町村民税が変更された場合等は、届出が必要です。支給認定変更届、保育の必要性を証明する書
類、支給認定証（交付されている場合のみ）をお持ちのうえ、前月 20 日までにご提出ください。 

なお、保育必要量や保育料が変更されるのは 20 日までに書類が提出された翌月からです。 
 

◆入所継続確認及び現況届について 

入所後、認定期間に関係なく、下記の書類により次年度４月の入所申請と同じ期間に施設入所
継続の意思確認及び保育の必要性の確認を行います。 
（町内の施設に入所している児童は施設を通じて行います。） 

なお、提出されない場合は、次年度継続して利用する 
ことができませんので、予めご了承ください。 
 
提出書類 
・支給認定現況届兼施設入所継続確認書（児童１名につき１部） 

※その他の必要書類は、３ページの「新規申請必要書類一覧」の２˗５と同じです。 
 
◆退所 

以下に該当する場合は、通所しなくなる前月の 20 日までに支給認定変更届を提出してください。
変更届が提出されない場合、出席の有無にかかわらず、届出月分までの保育料を全額納付して  
いただきますのでご注意ください。 
また、月途中で退所される場合も、退所月の保育料は原則として１か月分発生しますので 

ご了承ください。 

該当する事由 
・上里町外へ転出する場合 ※継続して利用する場合は、転出先で再度申請が必要です。 
・保育を必要とする事由がなくなった場合 
・児童の病気やケガ、その他の理由により⾧期欠席する場合 
・申請内容に虚偽が判明した場合  

※届出の有無にかかわらず退所となります。 
 
 

 
 

5入所してからのこと 



 
 

 

  

上里町立 
空の杜保育園 

6町内施設紹介 



 
 

萠美チェリッシュこども園 

 

 

 

  



 
 

ひまわり保育園  



 
 

安盛保育園 

  



 
 

めぐみ保育園 

  



 
 

れいんぼー保育園 

  



 
 

上里町かがやき保育園 

 



◆町内保育施設マップ 
 

上里町子育て共生課 子育て支援係 TEL:0495-35-1236   FAX:0495-33-2429 


